
東淀川区在宅医療・介護連携推進会議開催要綱 

 

（目的） 

第１条 東淀川区における在宅医療と介護の連携を推進し、地域の課題を抽出し 

て、その対応策を検討するため、東淀川区在宅医療・介護連携推進会議（以下 

「推進会議」という。）を開催する。 

 

（業務） 

第２条 推進会議の業務は、次のとおりとする。 

(1) 在宅医療及び介護の提供状況、在宅医療・介護連携に関する取組の現状把握 

(2) 課題の抽出及び対応策の検討 

(3) 東淀川区の在宅医療連携を考える会（こぶしネット）との連携 

(4) その他在宅医療・介護連携の推進に必要な事項 

 

（組織） 

第３条 推進会議は、別表１に掲げる組織の代表者で構成する。 

２ 推進会議に、より専門的な意見交換を行うため、別表２に掲げる組織の実務者 

で構成する東淀川区在宅医療・介護連携実務者会議（以下「実務者会議」とい 

う。）を置く。 

 

（座長） 

第４条 推進会議及び実務者会議の座長は、それぞれその構成員の互選により定め 

る。 

２ 会議は、座長が招集する。 

３ 座長は、会議の議事を進行する。 

４ 座長に事故があるときには、あらかじめ座長が指名した者がその職務を代理す 

る。 

５ 座長は、必要があると認めるときは、構成員以外の者から意見又は説明を求める 

ことができる。 

 

（事務局） 

第５条 会議の事務を処理するため、その事務局を東淀川区役所保健福祉課保健企 

画担当に置く。 

 

（守秘義務） 

第６条 会議の構成員及び出席者は、会議で知りえた個人情報等を漏らしてはなら 

ない。 

 

（施行の細目） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に必要な事項は、座長が別に定 

める。 

附 則 

この要綱は、平成 29年８月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和２年８月１日から施行する。 

 

 



（別表１） 

一般社団法人 大阪市東淀川区医師会 

一般社団法人 東淀川区歯科医師会 

東淀川区薬剤師会 

東淀川区内病院 

東淀川区訪問看護ステーション連絡会 

東淀川区在宅医療・介護連携相談支援室 

東淀川区の在宅医療を考える会（こぶしネット） 

東淀川区地域包括支援センター・ブランチ連絡会 

東淀川区認知症強化型包括支援センター 

東淀川区居宅介護支援事業者連絡会 

東淀川区訪問介護事業所連絡会 

東淀川区社会福祉施設連絡会 

社会福祉法人 大阪市東淀川区社会福祉協議会 

東淀川区民生委員児童委員協議会 

大阪市東淀川区地域振興会 

東淀川区地域女性団体協議会 

東淀川区老人クラブ連合会 

東淀川区ケアと住まいの連絡会（住まいるネット） 

東淀川区役所保健福祉課 

 

 

（別表２） 

一般社団法人 大阪市東淀川区医師会 

一般社団法人 東淀川区歯科医師会 

東淀川区薬剤師会 

東淀川区内病院 

東淀川区訪問看護ステーション連絡会 

東淀川区在宅医療・介護連携相談支援室 

東淀川区地域包括支援センター・ブランチ連絡会 

東淀川区認知症強化型包括支援センター 

東淀川区居宅介護支援事業者連絡会 

東淀川区訪問介護事業所連絡会      

東淀川区民生委員児童委員協議会 

東淀川区ケアと住まいの連絡会（住まいるネット） 

東淀川区役所保健福祉課 


